
 

 

札幌大谷大学短期大学部の学則の変更について（届出） 

 

 

令和７年 10月７日 

 

文部科学大臣 殿 

学校法人札幌大谷学園    

理事長 種市 政己   

 

 

このたび、下記の事項について、学校教育法施行規則第２条の規定により、別紙資料 

を添えて届け出ます。 

なお、学則については、全文をホームページ上で公表しており、添付を省略します。 

 

 

記 

 

  １ 保育科の収容定員の変更に係る学則変更 



変更の事由及び時期を記載した書類 

 

 

以上 

事 項 記 入 欄 備  考 

フ リ ガ ナ 
設 置 者 

 
ガッコウホウジンサッポロオオタニガクエン 
学校法人札幌大谷学園 

 

 

フ リ ガ ナ 
大 学 の 名 称 

 
サッポロオオタニダイガクタンキダイガクブ 
札幌大谷大学短期大学部 

 

 

大学本部の位置 
 

北海道札幌市東区北 16条東９丁目１番１号 
 

 

変 更 の 内 容 
 
学則第 25条別表第１の科目名称及び単位数の変更 
 

 

変 更 の 事 由 

 
2025年５月１日付で文部科学省に提出した「札幌大谷 
大学短期大学部収容定員関係学則変更届出書」の関係 
書類の１つ、「学則の変更の趣旨等を記載した書類 
（本文）」の「３．学則変更（収容定員変更）に伴う 
教育課程等の変更内容」の「⑴ 教育課程の変更内容」 
について「学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程 
の変更は行わない。」としたが、その後、学内の会議体 
において教育課程の見直しが検討され、結果、学則の 
一部変更について決定した。 
 

 

変 更 の 時 期 
 

2026年４月１日 
 

 



札幌大谷大学短期大学部 学則及び変更部分の新旧の比較対照表 

 

下表の二重下線部（   ）が、今回該当する条項他となる。なお、一重下線部（   ）は、

2025年５月１日付で文部科学省に提出した「札幌大谷大学短期大学部収容定員関係学則変更届出」

により変更した条項となる。 

 

新 旧 

札幌大谷大学短期大学部 学則 

（昭和36年４月１日制定） 

 

第１条～第２条（省略） 

 

（学科及び定員） 

第３条 本学に設置する学科及びその定員

は、次のとおりとする。 

（学 科） （入学定員） （収容定員） 

保 育 科   50人     100人 

 

第３条の２～第24条（省略） 

 

（卒業の要件） 

第25条 本学を卒業するためには、別表第１

に定めるところにより62単位以上を修得し

なければならない。 

 

第26条～第31条（省略） 

 

（検定料等の金額） 

第32条 本学の検定料、入学料及び授業料等

の金額は、次のとおりとする。ただし、再入

学者の入学料は免除する。 

 

（検定料）（入学料）（授業料）（教育充実費） 

30,000円 200,000円 900,000円 200,000円 

 

２ 前項に定める金額の再入学者以外の減免

については、別に定める。 

 

第33条～第51条（省略） 

 

（検定料等の金額） 

第52条 専攻科の検定料、入学料及び授業料

等の金額は、次のとおりとする。なお、本学

卒業の入学者については、入学料を免除す

る。 

 

（検定料）（入学料）（授業料）（教育充実費） 

10,000円 200,000円 500,000円 200,000円 

 

札幌大谷大学短期大学部 学則 

（昭和36年４月１日制定） 

 

第１条～第２条（省略） 

 

（学科及び定員） 

第３条 本学に設置する学科及びその定員

は、次のとおりとする。 

（学 科） （入学定員） （収容定員） 

保 育 科   85人     170人 

 

第３条の２～第24条（省略） 

 

（卒業の要件） 

第25条 本学を卒業するためには、別表第１

に定めるところにより62単位以上を修得し

なければならない。 

 

第26条～第31条（省略） 

 

（検定料等の金額） 

第32条 本学の検定料、入学料及び授業料等

の金額は、次のとおりとする。ただし、再入

学者の入学料は免除する。 

 

（検定料）（入学料）（授業料）（教育充実費） 

30,000円 200,000円 800,000円 200,000円 

 

２ 前項に定める金額の再入学者以外の減免

については、別に定める。 

 

第33条～第51条（省略） 

 

（検定料等の金額） 

第52条 専攻科の検定料、入学料及び授業料

等の金額は、次のとおりとする。なお、本学

卒業の入学者については、入学料を免除す

る。 

 

（検定料）（入学料）（授業料）（教育充実費） 

10,000円 200,000円 400,000円 200,000円 

 



 

別表第１ （表中、変更のない科目名称及び単位数は省略する。） 

 

第53条～第59条（省略） 

 

附 則 

１～41（省略） 

 

42 この学則の一部改正は、2025年４月１日

から施行する。ただし、第３条、第25条別表

第１、第32条及び第52条の改正は、2026年４

月１日から施行する。なお、経過措置は次の

とおりとする。 

 

⑴、⑵ （省略） 

 

第53条～第59条（省略） 

 

附 則 

１～41（省略） 

 

42 この学則の一部改正は、2025年４月１日

から施行する。ただし、第３条及び第32条並

びに第52条の改正は、2026年４月１日から

施行する。なお、経過措置は次のとおりとす

る。 

 

⑴、⑵ （省略） 

 

新 旧 

１．保育科 専門科目 

科目名称 単位数 

こども学演習Ⅰ １ 

こども学演習Ⅱ ２ 

こどもの理解と援助 １ 

こども家庭支援の心理学 ２ 

こども家庭福祉 ２ 

こどもの保健 ２ 

こどもの健康と安全 １ 

こどもの食と栄養 ２ 

こども家庭支援論 ２ 

（廃止） （廃止） 

（廃止） （廃止） 

 

２．保育科 教養科目 

科目名称 単位数 

（廃止） （廃止） 

（廃止） （廃止） 
 

１．保育科 専門科目 

科目名称 単位数 

特別研究Ⅰ（音楽） ２ 

特別研究Ⅰ（美術） ２ 

特別研究Ⅰ（健康） ２ 

特別研究Ⅰ（自然） ２ 

特別研究Ⅰ（子育て支援・特

別支援） 
２ 

特別研究Ⅱ（音楽） ２ 

特別研究Ⅱ（美術） ２ 

特別研究Ⅱ（健康） ２ 

特別研究Ⅱ（自然） ２ 

特別研究Ⅱ（子育て支援・特

別支援） 
２ 

子どもの理解と援助 １ 

子ども家庭支援の心理学 ２ 

子ども家庭福祉 ２ 

子どもの保健 ２ 

子どもの健康と安全 １ 

子どもの食と栄養 ２ 

子ども家庭支援論 ２ 

保育美術 １ 

臨床心理学 ２ 

 

２．保育科 教養科目 

科目名称 単位数 

環境科学 ２ 

社会人基礎 ２ 
 




